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本地区計画を策定するにあたり、令和3年度から地域の皆さまのご協力をいただきながらすすめてきました。
本日ご説明します地区計画の（案）は、7月に行いました（原案）の内容から大きな変更はありませんが、都市計画法17条にもとづく手続きに

あたり、「計画書」「計画図」をもとに説明させていただきます。
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右上に「計画書・計画図」などとありますが、スライドの資料のベースとなっている資料を示しています。
はじめに、「地区の名称、位置、面積」についての内容です。
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名称、位置、面積はお示しのとおりです。
区域の境界は、主に北側が、計画道路中心より15ｍ東西側が町丁目界、南側が都市計画道路である環状七号線の中心線となっています。
こちらの区域は密集事業を行っているエリアと整合しています。
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「地区計画の目標」についての内容です。
本地区は、細街路が多く、防災上・住環境上の課題を抱える木造住宅密集市街地が形成されています。
建築物の更新を適切に誘導し、道路や公園等を整備することや、居住環境の向上を図ることにより、「安全で安心して住めるうるおいのあるま

ち」の形成を目指します。
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「土地利用の方針」についての内容です。
本地区を地区の特性に合わせ３つの地区に区分します。
1の「環状7号線沿道地区」は、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用へと誘導する。また、緑化の推進を図ります。
2の「近隣商業地区」は、日常の買物など、利便性の高い近隣商業地として維持・向上を図ります。
3の「住居地区」は、低中層住宅を中心とした、防災性の高い良好な市街地を形成します。
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「環状7号線沿道地区」は環状7号線の境から30ｍの赤色の範囲です。
「近隣商業地区」は、境界となる道路から20ｍのピンク色の範囲です。
「住居地区」は、上記以外の黄色の区域の範囲です。
これらの区分は、都市計画法により定められる地区の「用途地域」の区分と整合しています。
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計画書の上段は、「地区施設の整備の方針」についての内容です。
地区内の主要生活道路を地区施設として定めます。
また、生活道路や公園を地区施設として定めます。
計画書の中段は、「建築物等の整備の方針」についての内容です。
地区の特性に合わせて、1～6までの制限を定めます。
それぞれの内容につきましては、15ページ以降で個別に説明します。 9
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計画書の下段は「整備・開発及び保全に関する方針」についてです。
現存する緑の維持・保全を図るとともに、緑化を推進します。
未接道建築物を解消するため、道路整備を行います。
個別建替えが難しい地区においては、共同建替え・協調建替えを促進します。
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「地区施設（道路）の配置及び規模」についての内容です。
主要生活道路は、交通の主要動線であり、 また、震災時の消防活動困難区域の解消や延焼防止、円滑で安全な避難路として、有効な道路幅6ｍ

を確保すべき道路として位置づけます。
生活道路1号線から4号線につきましては、災害時の円滑な避難を行う動線として幅員4ｍ以上を確保すべき道路として位置づけます。
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主要生活道路A・C路線は赤文字で示した道路です。
生活道路1～4号線は紫文字で示した道路です。
これらの道路は、密集事業において、位置づけているものと整合しています。
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「地区施設（公園、緑地、広場）の配置及び規模」についての内容です。
先日の地区計画（原案）の意見書にて、本日の説明会会場である「北ノ台スポーツ多目的広場」を地区施設に位置づけてはどうかとの内容をい

ただきました。しかしながら、都市計画法における地区計画の地区施設は、「街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等（都市計画施設を
除く）」ものとなっております。「北ノ台スポーツ多目的広場」は現在、公園等ではなく、スポーツ多目的広場として貸切り等の限定的な利用が
あることから、地区施設には位置づけられない状況です。また、「北ノ台スポーツ多目的広場」の今後の利活用につきましては、現在の活用状況
や社会的動向、新たなニーズ等も見ながら適切な時期を捉え、検討してまいります。
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公園1号、2号は、緑色にお示ししました「十条仲原四丁目児童遊園」、「西が丘三ツ和公園」です。
緑地1号、２号は、黄色にてお示ししました「上十条五丁目緑地」、「上十条五丁目東緑地」です。
広場1号は、紫色にてお示ししました「上五防災ふれあい広場」です。
先日の地区計画（原案）の意見書にて、十条北地区の人口に対して、みあう公園・緑地・広場であるか？とのご意見をいただきました。

区では、一人当たりの公園面積を5㎡を目標としており、本地区内では不足している状況です。
今後も適地がありましたら、密集事業にて整備をすすめます。 14
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ここからは、建築物等に関する事項、制限等についての内容です。
はじめに「建築物等の用途の制限」です。
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黄色部分、住居地区は、都市計画法で良好な住宅街を保護すべき「第一種中高層住居専用地域」に指定されております。
赤文字で記載されている用途の建物は、建てることができません。
赤色とピンク色の部分、「環状7号線沿道地区」と「近隣商業地区」は、写真にある照度が低い飲食店や風俗店等、パチンコ店などの建築を制限

します。
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「建築物の敷地面積の最低限度」についての内容です。
本地区は「細街路が多く、防災上・住環境上の課題を抱える木造住宅密集市街地が形成されている」という状況があります。
これ以上、建物の敷地を細かく分割し、木造住宅が密集するエリアを増やすことのないよう、敷地面積の最低限度を定めます。
環状7号線沿道では、共同住宅や商業施設や事務所等が立地することから80㎡、その他の住宅が中心となる地区では、65㎡（約20坪）としま

す。
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住居地区では130㎡の敷地を65㎡以下に分割することはできません。
ただし、既に基準より小さい敷地や道路などの整備によって小さくなった敷地は、現在の大きさのまま敷地として利用できます。
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「壁面の位置の制限、工作物の設置の制限」についての内容です。
主要生活道路沿道につきましては、6ｍの幅の空間を確実に確保するため、「主要生活道路」の中心から3ｍの制限をします。
また、門や塀、自動販売機などの工作物の設置を制限します。

「住居地区」においては、通風・採光を確保し、良好な住環境とするため、隣地境界線から、建物を40ｃｍ以上離して建築することとします。
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主要生活道路中心から3ｍの壁面の位置の制限、工作物の設置の制限がある道路をオレンジ色で示しています。
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「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」についての内容です。
周辺の環境と調和した落ち着きのある色調のまちなみへと誘導するため、派手な色使いの建物や看板などの設置を制限します。
また、腐食や燃焼しやすい素材を使用した屋外広告物の設置を制限します。
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「垣又はさくの構造の制限、土地の利用に関する事項」についての内容です。
高いブロック塀などは、地震時に倒壊する危険性が高いため、道路に面して設ける垣や柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とします。

土地の利用に関する事項として、緑化を推進します。
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今後のスケジュールについての内容です。
7月16日から8月6日まで、本地区計画の原案に対する意見書の提出がありました。先ほどご報告したご意見の他に、北ノ台スポーツ多目的広場

の利用方法について、町会への区の支援について、十条仲原三丁目で起きた火災に対する、地域の見守りについてなど、大変貴重なご意見をいた
だきました。これらのご意見は、本地区計画で取り扱うことはできませんが、担当部署へお伝えするとともに、12月に行われます、北区都市計画
審議会の付議資料とさせていただきます。

11月1日から15日までの二週間、都市計画法17条に基づく地区計画案の縦覧・意見書の提出期間となります。その後、12月下旬に北区都市計
画審議会の審議を経て、令和7年4月より施行される予定です。 23
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地区計画案の公告・縦覧・意見書の提出についての内容です。
縦覧期間は、令和6年11月1日から15日までの土日祝日を除いた午前8時30分から午後5時15分までです。
縦覧場所は、北区役所第一庁舎7階1番の窓口で、ご覧いただけます。
また、縦覧期間中はホームページでもご覧いただけます。
区内在住の方または利害関係を有する方は、案についての意見書（書式自由）を提出することができます。
以上が、十条北地区地区計画（案）の説明となります。 24
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続きまして、「新たな防火規制区域（案）」について説明いたします。
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新たな防火規制区域の導入に関しましても、昨年度ブロック部会にてご説明させていただくなど、地域の皆さまのご協力をいただきながらすす
めてきました。

東京都建築安全条例第7条の3に基づき、建築物の耐火性能を強化し、建築物の不燃化を促進する制度です。
北区においては、表にお示しのとおり、密集市街地に指定されている地区に指定がされています。
この度、地区計画の都市計画決定に合わせて赤枠にあります、赤羽西３丁目の一部、西が丘２丁目の一部について、令和7年4月1日より区域指

定を予定しています。 26
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今回指定する区域は、赤枠で囲んだ赤羽西三丁目と西が丘二丁目の一部となります。
区域の境界は、地区計画の区域と同じ区域となりますが、今回指定する区域以外は既に平成19年に指定がされています。
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準防火地域に指定されているエリアは、法律で延べ面積が500㎡未満は防火構造の建物を建てることができます。
新たな防火規制区域に指定されますと、防火構造よりも耐火性能が高い、「準耐火建築物」以上の建物でないと建てることができなくなります。
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防火地域においては、法律の規制の方が厳しいため、現状のままとなります。
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今後のスケジュールについての内容です。
本日、新たな防火規制区域（案）の説明会を行っております。
12月下旬に北区都市計画審議会への報告を経て、令和7年4月より施行される予定です。
以上で、説明を終わります。
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